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�愛媛県告示第１０９１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０９２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ垣生店 松山市西垣生町２０７
番２ 外 大規模小売店舗の名称 パルティ・フジ垣生 フジ垣生店 平成２４年

３月１日
平成２４年
８月２１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか
６者

株式会社フジほか
６者

平成２４年
６月１９日
外

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

� 目 次 �
告 示

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………７３６

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等（２件）………………………７３６

○ 愛媛海区漁業調整委員会委員の選任……………………………………７３７

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）………………………………７３７

○ 指定道路の指定……………………………………………………………７３８

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の許可

申請の概要…………………………………………………………………７３８

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………７４０

発 行 愛 媛 県

○ 毒物劇物取扱者試験の合格者……………………………………………７４０

○ 愛媛県河川情報アラームメールシステム等構築委託業務……………７４１

監 査 公 表

○ 定期監査結果の公表（２件）……………………………………………７４２

公営企業告示

○ 落札者等の告示……………………………………………………………７４５

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００４４９ 株式会社ほのか介護移
送訪問介護

西条市丹原町田滝甲８３
番地 佐 伯 玉 夫 居宅介護 株式会社ほのか介護移

送訪問介護
西条市丹原町田滝甲８３
番地

平成２４年
７月１日

３８１０６００４４９ 株式会社ほのか介護移
送訪問介護

西条市丹原町田滝甲８３
番地 佐 伯 玉 夫 重度訪問介護 株式会社ほのか介護移

送訪問介護
西条市丹原町田滝甲８３
番地

平成２４年
７月１日

３８１３４０００８６ 特定非営利活動法人福
祉親愛会

松山市西石井１丁目１
番２５号クリエイション
ビル７階

渡 邉 文 春 短期入所 ショートステイ久万高
原

上浮穴郡久万高原町露
峰甲２５９０番１

平成２４年
７月２０日

毎週（火・金）曜日発行 第２３９９号 平成２４年８月３１日

平成２４年８月３１日金曜日 第２３９９号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１０９４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第８５条第３項第２号の規定によ

り、愛媛海区漁業調整委員会委員のうち同号に規定する委員として、

次の者を平成２４年８月２３日選任した。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広 �������
�愛媛県告示第１０９５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市吉岡泉土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出

があった。

平成２４年８月３１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１０９３号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

フジ垣生店 松山市西垣生町２０７
番２ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

午前９時から午後１０
時

株式会社四国パン工
房
午前７時から午後１０
時

平成２４年
９月８日

平成２４年
８月２１日

その他の小売業者
午前９時から午後１０
時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４５分から午
後１０時１５分

駐車場１
午前６時４５分から午
後１０時１５分

駐車場２・３・４
午前８時４５分から午
後１０時１５分

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

種 別 氏 名 住 所 職 業

竹ノ内 徳 人 松山市上高野町甲６６番地３ 大学准教授

学識経験者

逸 見 幾 代 松山市来住町６４５番地２０ 大 学 教 授

喜 田 ヒサ子 今治市吉海町椋名１９３番地 団 体 役 員

河 合 清 東温市志津川１８５６番地３

公益代表者

若 松 進 一 伊予市双海町上灘５３９１番地
２

大学非常勤
講師

阪 本 拓 生 松山市今在家３丁目５番地
２３ 団 体 職 員

愛 媛 県 報平成２４年８月３１日 第２３９９号
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�愛媛県告示第１０９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市庄内土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２４年８月３１日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１０９７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年８月３１日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年８月２２日

３ 指定道路の位置

伊予郡砥部町重光１０７番１、１０７番２０、１０７番２２

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２７．３０メートル

� 幅員 ５．００メートル

�������
�愛媛県告示第１０９８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県宇和島保健所及

び愛南町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年８月３１日

愛媛県宇和島保健所長 冨 田 直 明

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

愛南町

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

愛南町長 清水 雅文

２ 事業場の名称及び所在地

地域産業研究・普及センター

愛媛県南宇和郡愛南町内泊２５－１

３ 特定施設に関する事項

� 流し台

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 三 宅 榮 男 新居浜市宇高町１－１２－１６

〃 � 橋 耕 治 新居浜市宇高町２－２－２１

〃 高 橋 百合夫 新居浜市宇高町５－１０－４７

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 和 史 新居浜市庄内町三丁目３番１８号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 神 野 師 算 新居浜市庄内町六丁目１０番６４号

〃 藤 田 浩 新居浜市庄内町三丁目５番３号

〃 山 下 隆 久 新居浜市庄内町六丁目７番３５号

〃 村 上 栄 新居浜市庄内町二丁目２番７７号

〃 塩 見 正 安 新居浜市城下町１番４５号

〃 村 上 秀 樹 新居浜市庄内町一丁目１１番１６号

監 事 本 藤 功 新居浜市庄内町五丁目６番２６号

〃 加 藤 秀 誉 新居浜市庄内町五丁目９番３０号

〃 山 下 計 三 新居浜市庄内町三丁目１１番１９号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 元 新居浜市庄内町三丁目４番４０号

〃 桑 原 梅 信 新居浜市庄内町三丁目２番９号

〃 秦 博 昭 新居浜市庄内町二丁目２番５１号

〃 村 上 博 通 新居浜市庄内町一丁目１１番１１号

〃 神 野 正 樹 新居浜市城下町４番３８号

〃 山 下 泰 典 新居浜市庄内町六丁目１０番２７号

〃 山 下 計 三 新居浜市庄内町三丁目１１番１９号

〃 本 藤 修 新居浜市庄内町三丁目７番９号

〃 村 上 栄 新居浜市庄内町二丁目２番７７号

監 事 近 藤 貴誉志 新居浜市庄内町六丁目１０番５３号

〃 加 藤 秀 誉 新居浜市庄内町五丁目９番３０号

〃 矢 野 一 臣 新居浜市庄内町一丁目６番６号

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７１の２号 科学技術
に関する研究、試験、検査又は専門教育
を行う事業場で環境省令で定めるものに
設置されるそれらの業務の用に供する施
設

イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力
縦０．５メートル 横１．２メートル
高さ１．０３メートル（�１～�６）
縦０．９メートル 横２．４メートル
高さ０．８５メートル（�７～�１０）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後９０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間歇使用（８～１７時）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２．５～１１．０

最大 ２．５～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １４０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

愛 媛 県 報平成２４年８月３１日 第２３９９号
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� ドラフトチャンバー

４ 汚水等の処理施設に関する事項

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．３０

最大 １．６０

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号）別表第１第７１の２号 科学技術
に関する研究、試験、検査又は専門教育
を行う事業場で環境省令で定めるものに
設置されるそれらの業務の用に供する施
設

イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 縦１．５メートル 横０．７５メートル
高さ２．４メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後９０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間歇使用（８～１７時）

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ２．５～１１．０

最大 ２．５～１１．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １４０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０４

最大 ０．０５

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後９０日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 型 式 ダイキＤＣＸ３０型

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦３．０メートル 横５．０メートル
高さ２．６８メートル

処 理 施 設 の 能 力
処理計画人員 ３０人
処理計画汚水量 １日当たり６立方メー
トル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 分離嫌気ろ床担体流動方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ２４

最大 ３０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

通常 １６

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２８

最大 １６０

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

通常 １６

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ３．０

通常 ２．０

最大 ２．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．８

最大 ６．０

通常 ４．８

最大 ６．０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．４～８．４

最大 ７．４～８．４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３．０

最大 ４．０
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�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成２４年８月７日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１０００３ １０００５ １００１３ １００３９

１００４３ １００６８ １００７９ １００９０

１００９１

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００１ ２０００３ ２０００４ ２０００６

２０００８ ２０００９ ２００１３ ２００１４

２００２１ ２００２２ ２００２３ ２００２４

２００３６ ２００３８ ２００４０ ２００４１

２００４４ ２００４６ ２００４７ ２００４８

２００４９ ２００５２ ２００５３ ２００６９

２００７１ ２００７３ ２００７５ ２００７６

２００７７ ２００７９ ２００８０ ２００８１

２００８２ ２００８３ ２００８６ ２００８８

２００９０ ２００９１ ２００９２ ２００９５

２００９６ ２０１０４ ２０１０５ ２０１０６

２０１１２ ２０１１３ ２０１１５ ２０１１６

２０１１８ ２０１２１ ２０１２２ ２０１２３

２０１２５ ２０１３５ ２０１３６ ２０１４１

２０１４２ ２０１４８ ２０１４９ ２０１５４

２０１９１ ２０１９４ ２０１９５ ２０１９６

２０２０９ ２０２１１ ２０２２１ ２０２２６

２０２３１ ２０２３４ ２０２３９ ２０２４０

２０２４１ ２０２４５ ２０２５４ ２０２６０

２０２６６ ２０２７２

特定品目

該当者なし

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年８月１７日 特定非営利活動法人
自立生活センター松山 中 村 久 光 松山市萱町２丁目８番２号 本会は、様々な人々が共に生活していく社会の

実現を図るため、障害者や高齢者が自立した生
活を営んでいくための支援に関する事業、福祉
の増進に関する事業を行い、もって、社会全体
の利益の増進に寄与することを目的とする。

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．０

最大 ５．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ４．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０２

最大 １．２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．２８

最大 ０．３７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４４．８

最大 ２４６．０
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�公 告

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

平成２４年８月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 業務概要

� 業務名

愛媛県河川情報アラームメールシステム等構築委託業務

� 業務内容

愛媛県河川情報アラームメールシステム等構築委託業務公募

型プロポーザル手続等に関する説明書（以下「説明書」という。）

による。

� 履行期限

平成２５年３月２５日

２ 参加資格、選定項目及び評価項目

� 技術提案書の提出者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」の営業種目「情報処

理」について平成２３年度から平成２５年度までの製造の請負等に

係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ、

「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該

当するもの

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当しない者であること。

イ 参加表明書の受領の期限の日から技術提案書の受領の期限

の日までの期間に、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 技術提案書の提出者を選定するための項目

ア １で示した業務と同種又は類似の業務の実績

イ 配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務及び実績

� 技術提案書を特定するための評価項目

ア 提出者の業務経歴

１で示した業務と同種又は類似の業務の実績

イ 技術職員の経験及び能力

配置予定技術者の資格、経歴、手持ち業務及び実績

ウ 業務実施方針

１で示した業務に関する理解度、工程計画の妥当性、開発

手法及び開発手順の妥当性

エ ハードウェア及びソフトウェア

ハードウェア機器の妥当性並びにソフトウェアの汎用性、

柔軟性及び保守性

オ システムの開発方針

システムの構成、処理方法の妥当性及び処理速度、提案の

的確性、独創性及び実現性並びにシステムの信頼性、安全性

及び拡張性

カ コスト

システム構築コスト、運用管理コスト及び仕様変更コスト

の経済性

３ 手続等

� 担当部局

愛媛県土木部河川港湾局河川課防災係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６７２

� 説明書の交付の期間、場所及び方法

ア 期間

平成２４年８月３１日（金）から同年９月１０日（月）までの執

務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５

時１５分までをいう。）

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

無料にて交付する。

� 参加表明書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２４年９月１０日（月）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

� 技術提案書の受領の期限並びに提出の場所及び方法

ア 期限

平成２４年１１月２日（金）午後５時１５分

イ 場所

�に掲げる場所
ウ 方法

持参し、又は郵送等により提出すること。ただし、郵送等

により提出する場合は、書留若しくは簡易書留又は信書便で

これらに準ずるものに限る。

４ その他

� 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 契約書作成の要否

要

� 関連情報を入手するための照会窓口

愛媛県土木部河川港湾局河川課防災係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話番号 （０８９）９１２―２６７２

� その他

詳細は、説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Construction of river information alarm mail system etc．of

Ehime Prefecture，１ set

� Time limit to express interests：５：１５ p．m．，１０ September

２０１２

Time limit for the submission of proposals：５：１５ p．m．，２

November２０１２

� For further inquiries relating to the proposal，please

contact：Disaster Prevention Section，River Division，River and

Harbor Subdepartment，Public Works Department，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２６７２
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監 査 公 表

�公表第１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２４年８月３１日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

同 佐 伯 滿 孝

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成２４年４月９日

研 修 所 平成２４年４月９日

消 防 学 校 平成２４年４月９日

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成２４年４月９日

原 子 力 セ ン タ ー 平成２４年４月９日

中 央 児 童 相 談 所 平成２４年５月２３日

東 予 児 童 相 談 所 平成２４年５月１７日

南 予 児 童 相 談 所 平成２４年５月１５日

食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 平成２４年５月２２日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 平成２４年４月１８日

衛 生 環 境 研 究 所 平成２４年４月１７日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 平成２４年４月９日

看 護 専 門 学 校 平成２４年５月１７日

身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 平成２４年５月２３日

婦 人 相 談 所 平成２４年５月２３日

知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 平成２４年５月２３日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２４年５月１７日

え ひ め 学 園 平成２４年４月９日

計 量 検 定 所 平成２４年４月１７日

産 業 技 術 研 究 所
平成２４年４月９日、
平成２４年４月１８日、
平成２４年５月１７日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 平成２４年４月９日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成２４年４月９日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成２４年５月２３日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成２４年５月１５日

大 阪 事 務 所 平成２４年５月１５日

（監査の結果）

平成２３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ５，６８４，９６０ ２９，４８２，４８３ ３５，１６７，４４３

２２年度 ５，９５５，３８０ ３５，７３６，２９３ ４１，６９１，６７３ 平成２４年５月３１日現在

差引増減 △２７０，４２０ △６，２５３，８１０ △６，５２４，２３０

（中央児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ２，４１５，８８０ ６，１７２，７６８ ８，５８８，６４８

平成２４年５月
３１日現在２２年度 １，７２８，４７０ ８，５９４，４０８ １０，３２２，８７８

差引増減 ６８７，４１０ △２，４２１，６４０ △１，７３４，２３０

（東予児童相談所）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ８８８，９１０ ２，７８５，４７０ ３，６７４，３８０

平成２４年５月
３１日現在２２年度 １，０６６，０３０ ３，１４５，８４０ ４，２１１，８７０

差引増減 △１７７，１２０ △３６０，３７０ △５３７，４９０

（南予児童相談所）

４ 平成２２年度の消耗品等物品購入契約について、完了検査から最大６

月以上経過して代金を支払っていたものがあった。

（動物愛護センター）

５ 現金支給する新規採用職員（１名）の５月分給与及び６月分期末手

当について、給与資金前渡担任者が支給定日から最長で７日以上遅延

して支給していた。 （動物愛護センター）

６ 職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、職員の休日、休暇並

びに勤務時間等に関する条例、同規則及び愛媛県心と体の健康センタ

ーに勤務する職員の勤務時間等に関する規程に基づき、平成１３年４月

１日を起算日とする毎４週間につき所属長が職員ごとに指定する８日

を週休日とすべきにもかかわらず、適正な割振りとなっていなかった。

（心と体の健康センター）

７ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保と収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２３年度 ８９２，７１４ ２，９２２，７０３ ３，８１５，４１７

平成２４年５月
３１日現在２２年度 １，０７８，９８５ ２，８３７，１７３ ３，９１６，１５８

差引増減 △１８６，２７１ ８５，５３０ △１００，７４１

（子ども療育センター）

８ 授業料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済

金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 ２者 ３９，６００ 平成２４年５月３１日現在

（今治高等技術専門校）

９ 入校料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済

金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ５，６５０ 平成２４年５月３１日現在

（今治高等技術専門校）
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監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 教 育 事 務 所 平成２４年４月１８日

東 予 教 育 事 務 所 平成２４年４月９日

南 予 教 育 事 務 所 平成２４年５月１５日

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成２４年４月９日

総 合 科 学 博 物 館 平成２４年４月９日

歴 史 文 化 博 物 館 平成２４年４月９日

図 書 館 平成２４年４月１７日

美 術 館 平成２４年４月１８日

川 之 江 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

三 島 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

土 居 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

新 居 浜 西 高 等 学 校 平成２４年１月１７日

新 居 浜 南 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

西 条 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

西 条 農 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

小 松 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

東 予 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

丹 原 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

今 治 西 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

今 治 南 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

今 治 北 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

伯 方 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

弓 削 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

北 条 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 東 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 南 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 北 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 中 央 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 工 業 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

松 山 商 業 高 等 学 校 平成２４年１月１８日

東 温 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

小 田 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

伊 予 農 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

伊 予 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

中 山 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

大 洲 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

大 洲 農 業 高 等 学 校 平成２４年１月１７日

長 浜 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

内 子 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

八 幡 浜 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

川 之 石 高 等 学 校 平成２４年１月１７日

三 崎 高 等 学 校 平成２４年１月１７日

三 瓶 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

宇 和 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

野 村 高 等 学 校 平成２４年１月１６日

宇 和 島 東 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

吉 田 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

三 間 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

北 宇 和 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

津 島 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

南 宇 和 高 等 学 校 平成２３年１２月２６日

今 治 東 中 等 教 育 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 西 中 等 教 育 学 校 平成２３年１２月２６日

宇 和 島 南 中 等 教 育 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 盲 学 校 平成２３年１２月２６日

松 山 聾 学 校 平成２４年１月１７日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 平成２４年１月１８日

み な ら 特 別 支 援 学 校 平成２４年１月１８日

今 治 特 別 支 援 学 校 平成２３年１２月２６日

宇 和 特 別 支 援 学 校 平成２３年１２月２６日

新 居 浜 特 別 支 援 学 校 平成２４年１月１７日

（監査の結果）

平成２３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 教育職員免許法第９条の３第３項又は免許状更新講習規則第９条に

規定する受講対象者に該当することの証明事務に係る収入証紙による

手数料収入について、申請者が大学へ提出する免許状更新講習受講申

込書に係る証明事務の手数料を徴していないものがあったため、計４，

０００円収入不足となっていた。 （南予教育事務所）

２ 空調設備保守点検業務委託契約について、消費税相当額などの積算

を誤ったため、予定価格を１２５，００９円過大に決定していた。（図書館）

３ 車両系建設機械（１台）について、労働安全衛生法第４５条に基づく

特定自主検査を実施しないまま使用していた。 （野村高等学校）

４ ＰＴＡとの委託販売契約により売却する生産品（ハボタン）につい

て、委託販売の意思決定を行う前に購入希望者へ引渡していたものが

あった。 （三間高等学校）

５ 車両系建設機械（３台）について、労働安全衛生法第４５条に基づく

特定自主検査を実施しないまま使用していた。 （北宇和高等学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

四 国 中 央 警 察 署 平成２４年２月１日

新 居 浜 警 察 署 平成２４年２月６日

西 条 警 察 署 平成２４年２月１日

西 条 西 警 察 署 平成２４年２月６日

今 治 警 察 署 平成２４年２月１日
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伯 方 警 察 署 平成２４年２月１０日

松 山 東 警 察 署 平成２４年２月１日

松 山 西 警 察 署 平成２４年２月１０日

松 山 南 警 察 署 平成２４年２月１日

久 万 高 原 警 察 署 平成２４年２月１０日

伊 予 警 察 署 平成２４年２月１日

大 洲 警 察 署 平成２４年２月１０日

八 幡 浜 警 察 署 平成２４年２月１日

西 予 警 察 署 平成２４年２月６日

宇 和 島 警 察 署 平成２４年２月６日

愛 南 警 察 署 平成２４年２月１日

（監査の結果）

平成２３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の損害弁償金について、引き続き適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

１８年度 １者 ７９９，９３１ 平成２４年５月３１日現在

（今治警察署）

２ 薬物取締車エンジン取替修繕契約について、道路運送車両法などに

基づく日常点検整備を確実に実施していれば防止できた故障により、

不経済な支出が発生していた。 （今治警察署）

３ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（６件）し、当該車

両、相手方の車両及び物品の毀損があった。 （今治警察署）

４ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（１件）し、当該車

両を廃車したほか、物品の毀損があった。 （伯方警察署）

５ 職員の不注意により警察車両による事故が発生（２件）し、うち１

台の警察車両を廃車したほか、相手方の車両の毀損があった。

（松山西警察署）

６ 産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約について、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律に基づき廃棄物の収集運搬業者と処分業者が異な

る場合は、それぞれの業者と個別に契約すべきにもかかわらず、受託

者と異なる業者が処分業務を行う内容の契約を受託者１者のみと随意

契約で締結していた。 （西予警察署）

７ 損害弁償金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済金を適切に債権管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２３年度 １者 ３６０，０００ 平成２４年５月３１日現在

（宇和島警察署）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２４年６月１３日

発 電 工 水 課 平成２４年６月１３日

県 立 病 院 課 平成２４年６月１３日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２４年６月１２日

今治地区工業用水道管理事務所 平成２４年６月１２日

西条地区工業用水道管理事務所 平成２４年６月７日

中 央 病 院 平成２４年６月１３日

今 治 病 院 平成２４年６月１２日

南 宇 和 病 院 平成２４年６月７日

新 居 浜 病 院 平成２４年６月７日

（監査の結果）

平成２３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合う契約給水

量の確保により経営成績自体は安定しているが、実績給水率（契約

給水量に対する実給水量の比率）は前年度以降上昇傾向にはあるも

のの、依然として低調であることから、給水契約の維持や新規需要

の開拓など、事業の安定を持続させるための取組が望まれる。

西条地区工業用水道事業については、前年を上回る純利益を計上

したものの、長期借入金と企業債を合わせると２３１億円の借入残高

があるなど、依然として厳しい財政状態にあることから、引き続き

企業立地の促進等による新規需要の開拓等に努力を払われたい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度は県外企業１社に

約１，０００㎡を売却したが、依然として未処分地約１２万㎡を有してお

り、今後とも早期売却等に努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努め

られたい。 （平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道給
水料金 ４，９４１，１０５ ０ ４，９４１，１０５

今治地区工業用水道給
水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，５５４，２８３ ０ ６，５５４，２８３

� 営業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、引き続き努

められたい。 （平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道超
過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道壬
生川幹線工事負担金 １，３８８，８５２ ０ １，３８８，８５２

計 １，６１２，９１６ ０ １，６１２，９１６

� 廃棄物処理委託契約について、次の問題点があった。

・事業系一般廃棄物処理委託契約について、特別な理由もなく見積

書と異なる金額で契約を締結していた。

・事業系一般廃棄物処理委託契約と産業廃棄物処理委託契約につい

て、それぞれが独立した契約であるにもかかわらず、２契約合わ

せて、一つの予定価格を設定していた。

（松山発電工水管理事務所）

２ 病院事業

� 経営成績について、当年度の純利益は、前年度を２億６，２９０万円

上回る１５億２，８１２万円を計上しており、三島病院の譲渡や、新居浜

病院及び中央病院の７対１看護体制整備など、第３次財政健全化計

画に基づく各種施策に取り組んだ成果が見られるところである。

しかしながら、累積欠損金はなお２０３億円にのぼり、一般会計等

からの長期借入金１０５億円及び企業債の借入残高２２３億円と合わせ依

然として厳しい財政状態が続いており、引き続き経営健全化に取り

組まれたい。

� 廃止された三島病院及び北宇和病院に係る個人医業未収金及び医

業外未収金について、早期回収に、引き続き努められたい。

（平成２４年３月３１日現在 単位：円）

区 分 個人医業未収金
�

医業外未収金
�

計
�＋�

旧三島病院 ２１，７４２，７８５ ７０，０７０ ２１，８１２，８５５
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公営企業告示

�������
�公表第１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２４年８月３１日

愛媛県監査委員 岸 新

同 住 田 省 三

同 笹 岡 博 之

�愛媛県公営企業告示第１０号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年８月３１日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

旧北宇和病院 ６，６５５，９００ ８９７，３７３ ７，５５３，２７３

計 ２８，３９８，６８５ ９６７，４４３ ２９，３６６，１２８

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金に係る未収金について、早期

回収に、引き続き努められたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度及び
１４年度 １者 １２２，０００ 平成２４年３月３１日現在

� 個人医業未収金の納期到来分３４８，２３９，０７１円（過年度未収金２９１，２

２３，７１４円、現年度未収金５７，０１５，３５７円）について、早期回収に、一

層努められたい。 （中央病院）

� 医業外未収金の納期到来分２，３４７，０５６円（過年度未収金１，２７９，３６２

円、現年度未収金１，０６７，６９４円）について、早期回収に、引き続き

努められたい。 （中央病院）

� 個人医業未収金の納期到来分７１，６６８，４１５円（過年度未収金５６，５８５

，７８４円、現年度未収金１５，０８２，６３１円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。 （今治病院）

� 医業外未収金の納期到来分１８３，６５０円（過年度未収金１３８，９２０円、

現年度未収金４４，７３０円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。 （今治病院）

� 個人医業未収金の納期到来分４３，５２７，５５６円（過年度未収金３６，６１４

，３４８円、現年度未収金６，９１３，２０８円）について、早期回収に、一層

努められたい。 （南宇和病院）

� 医業外未収金の納期到来分１４９，８７０円（過年度未収金１２９，９３０円、

現年度未収金１９，９４０円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。 （南宇和病院）

� 個人医業未収金の納期到来分５８，４２５，２９２円（過年度未収金４５，５６２

，０２０円、現年度未収金１２，８６３，２７２円）について、早期回収に、引き

続き努められたい。 （新居浜病院）

	 医業外未収金の納期到来分２１８，３５０円（過年度未収金１９４，５１０円、

現年度未収金２３，８４０円）について、早期回収に、引き続き努められ

たい。 （新居浜病院）


 個人医業未収金及び医業外未収金について、地方自治法施行令第

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

病 害 虫 防 除 所 平成２４年４月９日

農 業 大 学 校 平成２４年４月９日

農 林 水 産 研 究 所
平成２４年４月９日、
平成２４年４月１７日、
平成２４年５月１７日、
平成２４年５月２２日

家 畜 病 性 鑑 定 所 平成２４年５月２２日

（監査の結果）

平成２３年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 収入未済の研修受講料（農家担い手支援塾）について、適切に債権

管理されたい。

調定年度 債務者数 収入未済額（円） 備 考

２１年度 １者 ２０，０００ 平成２４年５月３１日現在

（農業大学校）

２ 車両系建設機械（５台）について、労働安全衛生法第４５条に基づく

特定自主検査を実施しないまま使用していた。

（農林水産研究所 畜産研究センター）

１７１条等に基づく督促をしていなかった。 （新居浜病院）

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県立中央病院重症系・手術部門
システム導入事業（購入総額／県立
中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年８月１０日
株式会社カワニシ松山
支店
伊予郡砥部町重光２４１
番地３

５４５，４２２，５００円 一般競争入札 平成２４年７月３日

平成２４年８月３１日 発行
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